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浄土真宗 本願寺派

圓鏡山 覺勝寺

彦根市開出今町258

田中康勝住職(代務)

連絡先 本光寺 彦根市八坂町1318

TEL 0749-28-0572
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寺

総代連絡先

山本和美 28-1212 北川善雄 25-0660

尾本 博 28-1436  西﨑文雄 28-8104
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一
、
護
持
費
集
金
方
法
に
つ
い
て

第
二
号
で
記
載
の
通
り
全
て
の
門
徒
さ
ん
、
原
則

振
込
方
式
と
し
ま
す
。

受
取
人
・
依
頼
人
を
印
字
し
た
振
込
依
頼
書
を
、

門
徒
さ
ん
に
配
布
し
ま
す
。
振
込
期
間
中
に
Ｊ
Ａ

東
び
わ
こ
彦
根
南
支
店
か
ら
振
り
込
ん
で
下
さ
い
。

振
込
困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、
後
日
護
持
費
集
金

袋
を
配
布
し
ま
す
。

指
定
し
た
集
金
日
に
持
参
頂
き
ま
す
。

（
詳
細
を
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
）

三班・四班

(５組、６組)

宗
祖
降
誕
会
中
止

降
誕
会
は
親
鸞
聖
人
の
ご
誕
生
を
お
祝
い
す

る
法
要
で
す
。
覺
勝
寺
行
事
と
し
て
は
中
止

し
ま
す
が
、
五
月
十
日(

日)

に
は
各
ご
家
庭

で
お
祝
い
の
お
勤
め
を
し
て
い
た
だ
け
る
と

幸
い
で
す
。

二
、
当
面
の
行
事
に
つ
い
て

＊
班
別
清
掃
は
屋
外
作
業
に
つ
き
、
計
画
通
り

実
施
し
ま
す
。

慈
光
照
護
の
も
と
、
門
徒
各
位
に
お
か
れ
ま
し

て
は
ご
健
勝
の
事
と
お
喜
び
申
し
上
げ
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
拡
大
の
影
響
で
、

春
季
彼
岸
会
・
永
代
経
・
四
月
定
例
法
座
を
急
遽

中
止
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

班
別
清
掃
は
計
画
通
り

四
月
十
二
日
に
実
施
し
ま

し
た
。
一
班
と
二
班
か
ら

十
名
の
ご
奉
仕
を
頂
き

有
難
う
御
座
い
ま
し
た
。

合
掌

去
る
、
四
月
五
日
に
各
団
体
新
役
員
さ

ん
と
の
意
見
交
換
会
を
実
施
し
ま
し
た
。

令
和
二
年
度
の
役
員
は
次
の
方
々
で
す
。

一
年
間
お
世
話
に
な
り
ま
す
。

＊
覺
友
会

世
話
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上)
遠
崎

貢

さ
ん

(

下)

西
村
喜
代
一
さ
ん

昨
年
度
に
引
き
続
き
お
世
話
頂
き
ま
す
。

＊
仏
教
壮
年
会

会

長

早
川
敏
信
さ
ん

副
会
長

西
村
秀
明
さ
ん

＊
仏
教
婦
人
会

会

長

西
崎
朋
子
さ
ん

各
団
体
役
員
意
見
交
換
会

滋賀教区門徒総代会

法悦の旅
毫摂寺と富山別院日本海沿岸の旅

６月１５日～１６日の２日間

ごうしょうじ

真宗出雲路派本山 毫 摂 寺 と

本願寺 富山別院 参拝の法悦の旅

参加案内が有りましたが、

新型ウイルス感染拡大の影響で、

今年度は中止される事になりました。



手順

１．受取人・依頼人を印字した下記のJA振込依頼書を５月下旬に各門徒宅に配布します。

２．年払いの振込 ＊６月１日から６月２０日の期間に12,000円振込んで下さい。

３．半期払いの振込＊６月１日から６月２０日の期間に上期分6,000円を振込んで下さい。

＊１１月１日から１１月２０日の期間に下期分6,000円を振込んで下さい。

＊６月１日から６月２０日の期間に振込頂けなかった門徒さんについては

　６月下旬に従来通りの集金袋を配布します。集金日に持参して頂きます。

＊集金日

　　　年払いの門徒さん　：７月の「定例法座」の日　13時30分から

　　　半期払いの門徒さん：上期分は　７月の「定例法座」の日　13時30分から

　　　　　 　 　　　　　　下期分は１１月の「定例法座」の日　13時30分から

　 　集金日当日ご都合の悪い方は、最寄りの総代宅までご持参下さい。

現金振込の方　＊①振込日、②振込金額を記入し振込んでください。

口座からの振込の方

　　＊①振込日、②振込金額、③引落口座番号、記入と④届出印を捺印し振込で下さい。

　　＊振込依頼書に印字の依頼人と通帳口座名義が異なる場合は新規振込用紙に記入が必要です。

彦根南支店以外での口座開設の方

　　　　＊口座振込される場合は印字した振込依頼書とは別に払戻請求書の作成が必要です。

　　　　＊現金振込の場合は印字した振込依頼書で振込で下さい。

振込手数料

　＊JA東びわこ通帳お持ちの方 ：東びわこ管内各支店からの振込で無料

　＊JA東びわこ通帳お持ちでない方 ：配布した振込依頼書で南支店から現金振込の場合110円
：南支店以外の東びわこ各支店から現金振込の場合220円

町内門徒さんの護持費集金について

寺院活動行事保険
に4月1日付加入しました。概要は以下の通りです。

１・施設賠償責任補償:    境内地の施設・設備の欠陥より寺院が第三者に対して法律上の損害賠

償請求責任を負担する損害を補償。

２・見舞費用補償:        境内地で参拝客がケガした場合や、寺院行事にて行事参加者に身体事

故が生じ、被害者に見舞金を支払った場合に補償。

３・生産物危険補償: 寺院が行う行事やイベント等において提供した飲食物等に起因する食

中毒等の事故を補償。

４・第三者医療費用補償: 境内地で参拝客がケガをされた場合や、寺院行事にて行事参加中に

ケガされた場合、寺院が実際に負担した医療費用（実費払）等を補償。

年間包括の保険料 8,000円
行事の都度申し込み不要

①

②

③ ④


